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地域生活支援事業の見直 しと自治体の役害J 報告 (概 要 )

(1)コ ミュニケー シ ョン支援 の確 立 (盲 ろ う者通訳介助含む )

社会生活 の中で対応すべ き必要 な基準 を設 け、義務的経費で無料 に。特 に、盲

ろ う者 の コ ミュニケー シ ョン支援 は移 動介助 と一体的に運用。

(2)移 動支援 の 自立支援給付化 (個 別給付化 )

「重度訪 問介護 」 「行動援護 」 「移動援護 」 を 自立支援給付 として一本化。

*(1)(2)と も、福祉 の範囲で対応 すべ き範 囲は、第 2期 で具体的 に検討。

(3)地域 活動支援 セ ンター事業の再編成

地域 生活 支援事業 に残す もの と、他事業 との体系の統合の中で 自立支援給付に

す る もの に区分。小規模作業所 につ いては、就 労部会 。第 2期 での検討課題 に。

(4)相 談支援事業 (成 年後見制度及 び居住 サポー ト含む )

医療・福祉・保健等各分野が連携 した支援 が行 えるための市町村 にお ける相談

支援機 能 の充実 を図 る。

(5)福祉 ホーム及 び居住サポー ト

福祉 ホー ムは 自立支援給付 とす る とともに、公営住宅、民間賃貸住宅等 の活

用 を含 め、居住 の確保 の点か ら整理。

(6)補装 具 と 日常生活用具のあ り方

日常生活用具 は、補装具 と同様 に 自立支援給付 に。

(7)権利 擁護 の仕組み (成 年後見制度等 )

権利擁護 の仕組 み については、成年 後見制度 を含 め一体的 な内容 と して検討。

(8)地域 生活 のサポー トにお け る自治体 の役害J(障害の理解 と普及 啓発含む )

数値 目標 やモ ニ タ リングの仕組 み をつ く り、その具体的な内容 は、第 2期 で検

討。また、障害 に対す る理解啓発 のた めの普及活動や学校教育 の段階 か らの啓

発 、他 の福祉分 野 と連携 した普及啓発 も必要。

(9)障害福祉 計画 と地域 自立支援協議会 、個別支援計画の連動

地域 自立支援 協議会 を地域生活 の実現 のた めに各種社会資源 の開発や 、障害福

祉計画へつ なげ る役害Jと して位置づ け、委員 について も公募方式 の採用や、障

害 当事者 の参画 を重視。

(lo)広域的 。専門的支援 にかかわ る都道府 県 の役割

都道府 県 は、相談支援 専門員 、障害 の困難性 に伴 う専門的な知識及び技術 を要

す る支援 や相対 的 に数が少ない障害 に対応 す る支援 、また行政担 当者等 の人材

育成等 、広域調整・専門的な ことにつ いて主体的に支援。

(H)地 域 生活移行

自治体が積極 的 な役害Jを 果 たす必要 があ り、第 2期 で具体的に検討。




